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午前９時58分開会

会議に付した案件

○概要説明

農政水産部

１．新型コロナウイルス感染症の農水産分野

における影響と取組

○協議事項

１．県内調査について

２．県外調査について

３．次回委員会について

４．その他

出席委員（12人）

委 員 長 佐 藤 雅 洋

副 委 員 長 横 田 照 夫

委 員 星 原 透

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 西 村 賢

委 員 内 田 理 佐

委 員 日 髙 利 夫

委 員 渡 辺 創

委 員 岩 切 達 哉

委 員 重 松 幸次郎

委 員 来 住 一 人

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 牛 谷 良 夫

農政水産部次長
斎 藤 孝 二

（ 総 括 ）

農政水産部次長
菓子野 利 浩

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
鈴 木 信 一

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 三 浦 博 幸

部 参 事 兼
殿 所 大 明

農 政 企 画 課 長

中山間農業振興室長 海 野 俊 彦

農 業 流 通
松 田 義 信

ブ ラ ン ド 課 長

農業普及技術課長 上 田 泰 士

農業担い手対策課長 小 林 貴 史

農 産 園 芸 課 長 川 上 求

水 産 政 策 課 長 西 府 稔 也

漁 業 管 理 課 長 大 村 英 二

畜 産 振 興 課 長 河 野 明 彦

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 田 代 篤 生

政策調査課主任主事 佐 藤 晋一朗

○佐藤委員長 ただいまから新型コロナウイル

ス等感染症対策特別委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程案を御覧ください。

本日は、農政水産部から、新型コロナウイル

ス感染症の農水産分野における影響と取組につ

いて概要説明を受けた後、質疑を行いたいと思

います。その後、県内調査等について御協議い

ただきたいと思いますが、このように取り進め

てよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

令和３年７月20日（火曜日）



- 2 -

それでは、執行部入室のため、暫時休憩をい

たします。

午前９時59分休憩

午前10時１分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

本日は、農政水産部に御出席をいただきまし

た。執行部の皆さんの紹介につきましては、お

手元に配付の配席表に代えさせていただきたい

と存じます。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○牛谷農政水産部長 農政水産部でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、新型コロナウイルス感染症の農水産

分野における影響と取組につきまして御説明い

たします。

昨年来の新型コロナウイルス感染症による飲

食業等の休業などにより、農水産分野におきま

しても、高価格帯や葬儀など特定の需要向けの

農水産物の価格低下、取引数量減少などの影響

が生じております。このため、県議会の御指導

もいただきながら、令和２年度は６回の補正予

算、令和３年度は、当初予算に加え、６月に補

正予算を措置していただきました。

現在、首都圏を中心に第５波の感染拡大が見

られ、これから夏休み期間にも入るなど、感染

状況が落ち着いている本県においても予断を許

さない状況にございます。

今後とも、農水産分野における影響を的確に

把握し、現場の声を聞きながら、「生産者を守る」

「消費・販売を活性化する」「ピンチを発展に繋

げる」、３つの視点でしっかりと対策に取り組ん

でまいります。

詳細につきましては担当課長から説明させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。

私からは以上であります。

○殿所農政企画課長 それでは、特別委員会資

料の１ページをお開きください。

新型コロナウイルス感染症の農水産分野にお

ける影響と取組について説明いたします。

１の影響ですが、（１）の消費・市場価格につ

きましては、①の農産物ではコチョウランと茶

の価格が下落し、特にキクについては２年連続

で下落している状況でございます。

②の畜産物では、牛枝肉価格が昨年初めから

大幅に下落しましたが、その後、回復し、堅調

に推移しております。外食向け需要が中心のみ

やざき地頭鶏は、需要が停滞しております。

③の水産物では、カンパチ等の養殖魚やマグ

ロ等の高級魚の価格が安値で推移している状況

でございます。

２ページに移っていただきまして、（２）の輸

出につきましては、③の畜産物では、昨年度当

初は低調でしたが、年度後半には感染拡大の抑

え込みに成功した国での需要回復に伴い、増加

いたしました。

④の水産物では、養殖ブリが第１波の影響に

よりＥＵ、東南アジアで停滞後、一進一退の状

況となっております。

なお、右のグラフにありますように、令和２

年度の農畜水産物の輸出額は過去最高の72.9億

円となりました。

（３）の外国人材確保につきましては、①の

農業、②の水産業ともに、技能実習生、特定技

能外国人が入国制限措置の影響を受けましたこ

とから対応を迫られております。

（４）の農泊につきましては、旅行客の受入

れが激減しております。

３ページに移っていただきまして、２の取組

につきましては、農政水産部では、「生産者を守
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る」、「消費・販売を活性化する」、「ピンチを発

展に繋げる」という３つの視点で、現場の声を

聞きながら事業を構築してまいりました。

取組の全体像としましては、県民のくらしと

地域の雇用を守る対策として、セーフティーネッ

トや雇用維持と人材育成のための支援、地域経

済の再生に向けた対策として、地産地消・応援

消費の取組強化、本県の新たな成長につなげる

取組として、農畜水産業の更なる成長産業化に

ついて、国の対策とも連動させながら、本県農

畜水産業の特色やバランスを考慮して対策を実

施しているところでございます。

詳細につきましては、次ページ以降で関係課

長から説明いたします。

○上田農業普及技術課長 ４ページをお開きく

ださい。

セーフティーネットに関する取組について、

主なものを説明いたします。

初めに、①農業の取組です。

令和２年度は、ア）にありますとおり、コロ

ナ禍における農業者の資金繰りを支援するため、

経済変動・伝染病等対策資金について、貸付限

度額の引上げや貸付金利の無利子化、保証料の

全額助成を図り、145件、９億5,000万円余の利

子補給補助承認を行っております。

次に、肉用牛につきましては、イ）、ウ）にあ

りますとおり、肥育経営に対する国の経営体質

強化の取組支援や、県の素畜導入支援により、

昨年５月以降、枝肉や子牛価格の回復が見られ

たところであり、さらに食肉事業者による和牛

肉在庫の保管対策と販売促進事業の積極的な取

組により、県内肥育牛は滞りなく出荷がされて

おります。

また、エ）にありますとおり、みやざき地頭

鶏につきましては、食肉処理事業者に対し、在

庫保管と販路開拓に対する負担軽減に取り組む

ことで、農家段階でのひな導入を減らすなどの

生産調整はあったものの、出荷継続は図られた

ところです。

令和３年度につきましても、ア）の金融面で

は、引き続き前年度と同様の拡充を図り、農業

者の資金繰りをしっかりと支援してまいります。

また、イ）の肉用牛につきましては、引き続

き肥育経営の体質強化のための技術・経営支援

を行う体制の充実や、牛マルキンへの継続加入

促進による経営安定に向けた取組を推進してま

いります。

また、ウ）のみやざき地頭鶏では、生産調整

からの回復途中にありますことから、状況を注

視しながら、さらなる生産・販売体制の強化に

取り組んでまいります。

続きまして、５ページの②水産業の取組です。

令和２年度は、ア）にありますとおり、養殖

魚の県外への活魚輸送に対する支援や、県漁連

による滞留魚の買取り・冷凍保管に対する支援

により、滞留魚の解消を図っております。

また、エ）にありますとおり、滞留魚を抱え

る養殖場の環境保全を図るため、地域の養殖業

者がグループとなって取り組む寄生虫駆除や生

けすの網換え等の活動に対して支援を行ってお

ります。

令和３年度につきましても、水産物の消費減

退や魚価下落に伴う漁業収入の減少等が懸念さ

れますことから、関係団体と連携し、漁業共済

等の加入促進を図りながら、漁業経営の安定化

に取り組んでまいります。

セーフティーネット関連は、以上であります。

○小林農業担い手対策課長 農業担い手対策課

でございます。

５ページ、（２）雇用維持と人材育成のための
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支援について御説明いたします。

まずは、①農業でございます。

令和２年度の取組でございますが、ア）とい

たしまして、県内の農業法人等に就農希望者を

人材派遣会社の社員として派遣し就農研修を行

う「お試し就農」について、コロナ禍への対応

として参加者の枠を例年の２倍に拡大したとこ

ろ、90名の参加があり、うち53名が継続雇用さ

れたところです。

イ）といたしまして、コロナ禍により就農機

会が減少した求職者と労働力不足に悩む農業経

営体とのマッチングを進めるため、農作業請負

方式による短期就労の仕組みづくりに取り組

み、208名の方が短期就労希望者として登録され、

うち12経営体で延べ738名のマッチングを実施し

たところです。

６ページをお開きください。

令和３年度の取組でございますが、ア）とい

たしまして、県内外の就農希望者を本県の農業

法人等へ受け入れるため、引き続き参加枠を拡

大して「お試し就農」に取り組んでまいります。

イ）といたしまして、就農希望者が本県での

就農を安心して決断できるよう、就農相談等の

情報を一元管理するデータベースシステムの利

用機関を、現在の県と農業振興公社から、市町

村やＪＡ等まで拡大するなど、支援体制を強化

してまいります。

ウ）といたしまして、農福連携、援農者、Ｗ

ワークなど多様な人材による労働力確保の仕組

みの検討の場を各地域に設け、地域ごとの実情

に応じた人材確保の取組実証に取り組むととも

に、休憩所や簡易トイレなどの整備を行い、農

業現場において就労・定着しやすい労働環境モ

デルの構築に取り組んでまいります。

エ）といたしまして、本県の外国人材で最も

多いベトナム出身者を相談員としてＪＡ宮崎中

央会に設置し、県内でのコミュニティづくりな

ど、外国人材受入れ環境の向上に取り組んでま

いります。

オ）といたしまして、今後の入国規制緩和時

を見据え、入国時における14日間の待機に伴う

宿泊費や公共交通機関が使えないことによるレ

ンタカー代等の交通費等、水際対策に伴う掛か

り増し経費について、商工観光労働部で広く県

内事業者に対する負担軽減の支援を行うことと

しておりますことから、農業分野においてもこ

の支援が積極的に活用されるよう周知を行って

まいります。

続きまして、②水産業でございます。

令和２年度の取組でございますが、ア）とい

たしまして、新規就業希望者７名に対し、１週

間程度の短期研修や１か月程度の中期研修など

の漁業研修を実施するとともに、２件の漁船・

漁具の購入支援を行い、新規就業者の円滑な着

業につなげたところです。

イ）といたしまして、外国人材の円滑な受入

れを支援するため、漁協等の事務経費負担軽減

の支援を行うとともに、外国人船員21名に対し

て、入国時の経過観察措置に係る船主負担の軽

減を図ったところです。

最後に、令和３年度の取組といたしましては、

令和２年度に引き続き、技能実習生等の円滑な

受入れのための漁協等への支援を行うとともに、

特定技能制度の活用に向けて、現在各漁協が行っ

ている登録支援機関の一元化について検討して

まいります。

説明は以上でございます。

○松田農業流通ブランド課長 続きまして、７

ページを御覧ください。

（３）地産地消・応援消費の取組強化につい
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てでございます。

まず、①の地産地消・応援消費対策における

令和２年度の取組でございますが、ア）の県産

食材の学校給食への提供につきましては、国の

事業等を活用しまして、学校給食を実施する県

内全ての小中学校、約10万人を対象に実施いた

しました。５月の全国に先駆けた県産牛肉の提

供を皮切りに、延べ約180万食を提供しまして、

食育も併せて行うことで、児童生徒たちへの農

畜水産業に対する理解醸成を図りました。

また、イ）の地域応援活動への支援や消費拡

大企画の実施につきましては、14市町村、21団

体による地域での応援活動等に対して支援を行

うとともに、消費拡大企画として、県内スーパ

ー等延べ90店舗における県産農畜水産物の応援

消費を実施いたしました。

次に、令和３年度の取組につきましては、引

き続きコロナ感染の影響が見込まれる県産牛肉

やみやざき地頭鶏、水産物について、６月補正

事業を活用しまして夏休み明けから学校給食へ

の食材提供に取り組むとともに、特に水産物で

は魚食普及に係る動画等を作成しまして、さら

なる水産物の魅力発信に取り組むこととしてお

ります。

続きまして、８ページをお開きください。

②の販売拡大対策における令和２年度の取組

でございます。

ア）の宮崎のひなた農畜水産物お届けキャン

ペーンでは、応援消費促進のため、宮崎牛や完

熟マンゴー、水産物等における送料助成やプレ

ゼントキャンペーンに取り組みまして、その結

果、事業者のネット販売等への対応が進むなど、

今後の効果的な販売拡大につながる環境の構築

につながったものと考えております。

次に、イ）の都市圏等での消費拡大フェアへ

の支援では、時短要請が出されるなど厳しい状

況もございましたけれども、本県ゆかりの飲食

店等、延べ約100店舗で県産食材を活用したフェ

アを開催し、一部ではみやざき地頭鶏を使用し

た冷凍食品の開発・販売など、新たな業態との

取引につながりました。

さらに、ウ）の県外学校給食への食材提供で

は、養殖魚等について、福岡県等の学校給食に

約56万食を提供することにより、滞留解消や生

産力の維持等につながりました。

次に、令和３年度の取組につきましては、ア）

の宮崎のひなた農畜水産物お届けキャンペーン

について、引き続き影響が見込まれる宮崎牛等

の各種品目において実施しますとともに、イ）

の運搬料助成やフェア等の開催にありますとお

り、水産物では運搬料助成による養殖魚等の滞

留解消等の取組を、みやざき地頭鶏では、指定

店等による販売ＰＲ等の取組を進めるとともに、

コロナの感染拡大状況を注視しつつ、都市圏に

おけるみやざきフェアの開催等にも取り組むこ

ととしております。

９ページを御覧ください。

③のその他でございますが、令和２年度は国

の直接採択事業を活用した消費拡大の取組とし

まして、花卉では公共施設等での展示によるＰ

Ｒ等に努めるとともに、お茶ではティーパック

等の配布等により産地の維持や需要喚起につな

げたところでございます。

すいません。生産力維持のところが、誤字が

ございまして申し訳ございません。

説明は以上でございます。

○殿所農政企画課長 （４）の農畜水産業の更

なる成長産業化につきましては、関係課が多岐

にわたっておりますので、農政企画課から一括

で説明いたします。
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①の生産につきましては、令和２年度に、農

業分野では、ア）のゆず園地におけるスマート

農業機器の導入を想定した省力化園地モデルの

構築、イ）の大型茶工場を核とした共同運営モ

デルの構築、エ）の露地野菜生産における省力

化等に向けた生産工程の改善などに取り組みま

した。

10ページに移っていただいて、水産業分野で

は、オ）の養殖経営の立て直しに向けた負債整

理資金の融資と経営再建計画の作成・実施、カ）

の日向灘における未利用漁場の探索、海底地図

情報の情報提供に取り組みました。

令和３年度は、ア）の茶の新たな販路拡大や

茶園の若返りによる品質向上、他の品目への円

滑な転換、イ）の漁業者グループが共同で行う

漁業用機器の導入、ウ）の養殖魚の出荷時期の

分散化のための早期人工種苗の生産・供給体制

の確保などについて支援してまいります。

②の加工につきましては、令和２年度に、ア）

の食事配送事業者との連携による本県食材を使

用した冷凍弁当の商品化、イの加工・業務用野

菜の供給力向上を図るための冷凍貯蔵施設の整

備に取り組みました。

11ページに移っていただきまして、令和３年

度は、ア）にありますとおり、県内産地及び消

費地の食と農の関係者で構成する、みやざき食

農連携プロジェクトプラットフォームにおける

消費者ニーズに対応した商品開発等に取り組ん

でまいります。

③の物流につきましては、令和２年度に、農

業団体や農業法人、トラック、船舶等の業界の

垣根を越えて構築したみやざき農の物流ＤＸ推

進協議会を設立しました。この中で、農産物輸

送が抱える課題解決に向けたデジタル技術の活

用事例の収集等を行ったところであり、令和３

年度もこの協議会を中心に、トラック予約シス

テムや共同輸送の検証等に取り組んでまいりま

す。

12ページに移っていただきまして、④の輸出

につきましては、令和２年度は、ア）の海外在

住の輸出促進コーディネーターを活用したニー

ズ調査や販路開拓・販売強化の支援を行うとと

もに、イ）からウ）にありますように、輸出拡

大に向けた認証取得や施設整備を支援しました。

令和３年度は、ア）、イ）にありますとおり、

国の事業を活用しながら、輸出先国のニーズに

対応した産地づくりやマーケットインの取組を

支援してまいります。

13ページに移っていただいて、⑤のその他と

しまして、ア）の農泊の安全・安心な受入れ環

境の整備支援や、パンフレット、インターナショ

ナル動画配信によるＰＲ、イ）の生産者や県民

の皆様に分かりやすい情報提供・発信を行うた

めの農政水産部ホームページ、ひなたＭＡＦｉ

Ｎの開設に取り組んだところであり、令和３年

度も引き続き農泊の魅力や安全・安心な受入れ

体制の効果的な情報発信、ひなたＭＡＦｉＮの

連携機能の強化による利便性の向上等に取り組

んでまいります。

説明は以上でございます。

○佐藤委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたら、御発言をお願

いいたします。

○丸山委員 まず、４ページのセーフティーネッ

トについてお伺いいたします。令和２年度は、

融資枠を２億円から15億円、また令和３年度は

２億円から12億円と拡大しているのですが、実

績はどれくらいあったのか。そして、融資に対

する利子補給により、どのくらい負担軽減になっ

たのか教えていただきたいと思います。
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○上田農業普及技術課長 ４ページの①のア）

の経済変動・伝染病等対策資金の拡充につきま

しては、融資枠を２億円から15億円に拡大いた

しまして、そこに記載しておりますとおり、145

件の９億5,303万円という実績になってございま

す。

○丸山委員 これは恐らく２億円も含めて、利

子補給をやっている金額ではないかと思ってい

るのですが、15億円に拡大した、２億円からオ

ーバーした分の利子補給をしたということでい

いのでしょうか。

○上田農業普及技術課長 コロナの関係で２億

円から15億円ということで、13億円拡大をして

おります。そのコロナに関係した利子補給補助

の承認額ということになります。コロナに限っ

ての利子補給補助承認額でございます。

○丸山委員 15億円にして、実際、どれくらい

の方が15億円まで借りているのか。もしくは、

あまり借り過ぎると返済が厳しくなりますので、

実質２億円から４億円とか５億円とか、ケース

的にはどれが多いと理解すればよろしいでしょ

うか。

○上田農業普及技術課長 この15億円というの

は、県としての予算額でございます。貸付けを

行える上限額につきましては、その右側の1,000

万円、これが個人が貸付けを受けられる上限額

になります。

実績といたしましては、平均しますと１件当

たりで657万3,000円の融資ということになって

おります。

○丸山委員 ５年間は無利子なのですが、据置

きの期間があっても、債務が増えたことによっ

て、売上げが上がっていかないと経営が厳しく

なると思っております。その辺の状況は、どの

ように理解されているでしょうか。

○上田農業普及技術課長 この経済変動・伝染

病等対策資金につきましては、償還の期間を７

年としております。そのうち、据置きが３年ま

でということにしております。経営が回復する

までは３年間の据置期間を利用していただいて、

経営回復を図っていただくという手法がござい

ます。

○丸山委員 ３年据置きで４年間で返済という

ことになりますので、１年間に返済する額─

元金を含めて、利用者にとっては非常に負担に

なる可能性もあるのですが、３年間据え置けば、

コロナ禍が大分収束して、売上げがよくなると

いう見込みが大体立っていると理解してよろし

いでしょうか。

○上田農業普及技術課長 ３年の据置きを使わ

れるか使われないかというのは、経営での判断

になろうかと考えております。肥育経営、肉用

牛の肥育等におけるこの資金の活用等では、導

入の際にこの資金を活用いただいて、肥育牛の

出荷の際にはある程度の収入が見込めますこと

から、経営の状況によりますでしょうけれども、

長期にわたる返済ではなく、短期間で回してい

くというのも一つ考えられます。

○丸山委員 いずれにしても、この融資が継続

できるかの大きなポイントであったりします。

この融資枠だけではなくて、いろんな融資制度

があると思いますので、それをうまく組み合わ

せていただきながら、コロナのために経営破綻

─経営を諦めてしまったという農家、水産業

者が出ないように、しっかりしていただきたい

と思っております。

○上田農業普及技術課長 この資金以外にも、

例えば国の資金とかもございますので、そうい

う資金もいろいろ活用を検討しながら、農業者

がしっかりと経営を継続できるように支援をし
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てまいりたいと考えております。

○徳重委員 １ページのコロナ感染症の影響に

ついて、昨年、今年と葬儀の縮小により、キク

だけではなくて、花の利用が相当減っているの

ではないかと想定されるのですが、何割減ぐら

いになっているのか教えてください。

○川上農産園芸課長 花の影響でございますけ

れども、何割減という数字は持ち合わせており

ませんが、昨年度は、委員のおっしゃるとおり、

イベントの減少であったり卒業式の減少、そし

て葬儀の縮小、そういったことで花卉全般に大

きな影響を受けて、需要が低下して、価格が低

下したという状況でございました。

今年もイベントの減少、また葬儀の縮小は続

いておりますけれども、家庭内消費─ホーム

ユースの増加、そういった新たな需要というと

ころが出てまいりまして、本県のスイートピー

とかコチョウランにつきましてはそれほど大き

な影響はなかった、影響は少なかったという状

況になっております。

一方、ここに書いてありますキクにつきまし

ては、委員もおっしゃったとおり、葬儀の縮小

が継続している状況であります。葬儀場ではリ

ンギクが使用されることが多いのですが、そう

いった葬儀の縮小あるいは家族葬の増加、祭壇

がコンパクト化して需要が低下しているところ

です。引き続き需要の低下が見られて、価格面

でいきますと、一、二割の低下となっていると

いう状況にございます。

○徳重委員 花の農家の方で─ほとんど専業

になろうかと思うのですが─もう、こういう

状況が続くのであれば生産をやめたいという方

が出ているかと思いますが。

○川上農産園芸課長 高齢化も相まって、やは

り農家数は減少しております。この１年、コロ

ナの影響でどのくらい減少したかという数字は

つかんでおりませんけれども、特に影響を受け

たキクとかは、この数年でかなり農家数の減少

も見られております。

キクにつきましては、先ほど言いましたよう

に葬儀用の需要の変化に対応するためにコンパ

クトになっており、短いキクでも対応できると

いう部分がございますので、産地においては、

草丈を短くしてコストを下げて、また回転数を

上げることで農家経営を成り立たせるというこ

と─本年度は当初予算でそういったところの

実証もしていただいて、農家経営を維持できる

ように努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○徳重委員 何とか維持・継続できるように御

努力をいただきたいと思います。

それから、一番下の水産物、ここに書いてあ

るように、元年度から４割ないし５割値段が安

くなったということが書いてあるわけでござい

ますが、もう４割、５割も値段が下がってしま

うと、とてもではないが経営は成り立たないと

いうことになるのではないかという気がしてな

りません。このことについて、どのように考え

ていらっしゃるのか教えてください。

○西府水産政策課長 養殖業については、例え

ばコロナ禍前である令和元年と今年の６月の時

点の単価を見てみますと、カンパチで41％ぐら

い減少、マダイも同様に25％ぐらい減少してい

るということで、非常に単価が下がっている中

でございます。その一因としては、これらの魚

が首都圏、大消費地向けに出荷されるのが大半

なのですが、やはり需要が大きく減退をして、

大量の出荷物が値段を少し下げながら競争して

いるという実態があろうかと思っております。

このように単価は非常に落ちているということ
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と、出荷量も非常に停滞している中なので、養

殖系は非常に厳しい状況にございます。

加えて飼料の価格も非常に高騰しているとい

う状況の中で、何とか養殖業者の方が、このコ

ロナ禍、今を乗り切れるような対策をしっかり

と取っていきたいと考えてございます。よって、

今回の６月補正で講じさせていただきます送料

・運搬助成事業や、資金の円滑な融資事業といっ

たもので何とか養殖系を支えていきたいと考え

てございます。

○徳重委員 相当な支援をしていかないと継続

できないのではないかという心配をしていると

ころです。利子補給程度では、とてもではない

が継続できないということになろうかと心配を

しているところであります。せっかくこうして

相当な経費をかけて施設を造っているわけです

から、できるだけ継続できるように、最善の努

力をしていただきますようにお願いしたいと思

います。

○星原委員 今、徳重委員のほうからもあった

のですが、やはり令和元年度と２年度を比較し

て、農産物、畜産物─水産物はここに３割か

ら５割と書いてあるのですが─それぞれ、元

年度はどれぐらいで、２年度は売上げがどれぐ

らいだったのか、その状況を教えていただくと

ありがたいのですが。

○西府水産政策課長 水産物で先に説明させて

いただきますと、特に影響が大きかったのは養

殖業でございますが、昨年度と一昨年度の生産

金額を比較してみますと、最終的には約７％の

減少で何とかとどまったということでございま

す。コロナの影響を非常に受けたところではご

ざいましたけれども、去年実施した学校給食の

事業や送料・運搬料助成事業、あるいは各地域

が国の直接採択事業を持ってきて、いろんな地

域で創意工夫いたしました。こういったものの

効果が出た結果、減少の幅が若干抑えられたと

いうことでございます。

○星原委員 私が聞いたのは、元年度は売上げ

がどれぐらいになっていて、２年度はこれぐら

いの売上げで─何十億円か何億円か分からん

けれども。取りあえず、そういう減額の程度を

知りたくて、今、聞いています。

○牛谷農政水産部長 失礼しました。

影響額がどれぐらいあったかというのを県の

ほうで試算をしています。全体的な数字で申し

上げますと、第１波から第２波、これが令和２

年の３月から７月までですが、このときが一番

大きくて119億9,000万円。第３波、これが令和

２年の12月から令和３年１月ということで約７

億8,000万円。第４波が今年の３月から４月で約

２億9,000万円ということで試算しております。

新聞等にもほかの県での試算の数字が少し載っ

ておりましたけれども、本県の今年の３月、４

月を前年の影響額と比較したときには、全体で

いきますと、５％程度─昨年の同じ３月、４

月が57億円ぐらいの影響額ということで試算し

ておりましたので、それと比較しますと、本年

の３月、４月の影響額は約３億円ということで、

５％程度となっております。

○星原委員 昨年度３月、４月の影響額が57億

円で、今年の３月から４月では３億円程度とい

うことで、セーフティーネットとかいろんな事

業をやったおかげでそこまで収まったと捉えて

いいと思います。

まだコロナ禍は継続しており、令和３年度に

おいても取組もいろいろ出されたところですが、

国からの支援とかそういう話ばかり出ているの

で、宮崎県独自で何かこうしたほうが─国の

いろんな補助事業の範囲だけで大丈夫なのか。
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今影響が出ている人たちを継続して守っていく

ために、宮崎県独自の何か支援対策とか、そう

いったものは考えていますか。

○牛谷農政水産部長 全体で申し上げますと、

国の対策というのは直接採択事業で幾つかござ

います。例えば学校給食でありますとか、そう

いうものについても、国のほうで準備されてお

りますが、条件が厳しくなっておりまして、昨

年実施したようにはなかなかできないというこ

ともございまして─主に畜産物、水産物等で

すけれども、先ほど申し上げましたように夏休

み明けから学校給食で提供しますということで

すが、これにつきましては、県の予算等で措置

していただきまして実施するということで考え

ております。

併せて、国の対策で使えるものはしっかりと

使いながら、セーフティーネットでありますと

か、あと、ピンチをチャンスにつなげる─先

ほどのキクの話でありますとか新たな消費形態

の対応でありますとか、そういうものについて

は県独自でしっかりと予算措置をさせていただ

きながら、議会の御指導もいただいております

ので、その中で対応させていただきたいと考え

ております。当然、県の予算措置としても非常

に重要だということで考えております。

○星原委員 そういう中で、農林水産業も後継

者がいなくて、高齢化が進んでいます。いろん

な影響が出てくると、そこでもう辞めようとい

う人たちも出てくるのではないかと思います。

ですから、後継者を育成する上でも、あるいは

Ｕターン、Ｉターンで呼び込むでも、それだけ

の安定した所得、そういうものが保障できる、

そういったことに向けてどうやって取り組んで

いくかということをやっていかないといけない

のではないかと私は思います。いろんな支援事

業はいいのですが、新たに農林水産業の分野で

やろうという、そういう一次産業の分野を─

やはり宮崎県は食糧供給県でありますから、そ

ういう意味で、農業、水産業、そういった分野

で後継者を育てるためには、こういう問題が起

きたときにどうやって対策をするか。事業を引

き継いでいくとか新たに始めようとかという、

スタートする上ではそういう考え方の人が出て

くるのではないかと思っています。そうでない

と家庭を守っていけない、あるいは将来に不安

があるとなるとやはり難しいわけです。

そういうことで、このコロナ禍の中で販路開

拓あるいは加工して付加価値をつけていく、い

ろんなことを政策的にも考えていかないと守れ

ないのではないかという気がするのです。そう

いうことに向けては、今、どう考えているので

すか。

○殿所農政企画課長 今、委員からお話があり

ましたように、今回のコロナウイルスというの

は様々な影響も出ていますけれども、一方では、

食糧の国産思考とか地産地消ということ、それ

から、田園回帰ということで、やはり宮崎県の

ような優れた環境において、農業で生活してみ

たいとおっしゃる方々もたくさん増えてきてい

る状況にあります。

そういった中で、そういった方々をしっかり

取り込みながら、かつこれまで宮崎で一生懸命

農業を頑張っていらっしゃる方々も継続してい

ただけるように、先ほど説明しましたような様

々なセーフティーネットとか成長産業化に向け

た事業というものは組んでいるところです。そ

れとは別に、今、星原委員からありました内容

につきましては、今年度から、農業も水産業も10

年間の長期計画がスタートいたします。その中

で、こういったコロナの状況も含めて、今後、
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農業、水産業がしっかり産業として成立してい

くために、生産部門だけではなくて、加工とか

流通、販売、それぞれの分野でどんなことをし

ていけばいいのかということを、この長期計画

を策定する中で生産者や関係団体の皆さんと

しっかり意見交換をしてつくってまいりました

ので、この長期計画の中身をしっかり継続して

取り組んでいくことが大事かと考えております。

その中で、星原委員から最初のほうでありま

した、これをしっかりやれば農業とか水産業が

継続できるんだという見せ方というのも非常に

大事なことでございます。昨年度の常任委員会

の中でもそういった御指摘を踏まえて、長期計

画でこういうことをやりますだけではなくて、

こういうことにしっかり取り組んだらどれだけ

の所得が得られるのか、どれだけ安定して経営

ができるのかということもしっかりお示しした

いということで、長期計画の中には経営モデル

という形で入れております。そういったものを、

生産者の皆様にもしっかり御理解をいただきな

がら進めてまいりたいと思っております。

○星原委員 今、課長のほうからあった話は、

十分に理解できます。以前から言っていますよ

うに、やはり、私は最終的には、農家でもある

いは水産業の方々でも、結局税金を納められる、

そういう人たちがどれだけいるのか。そういう

人を増やしていくということ─生活が楽にな

る、車を買ったり、家を造ったり、いろんなこ

ともできるという、そういう夢を持たせていく

には、やはりもうからないといけないわけです。

生産することはもう、農家の人たち、あるいは

水産業の人たちは自分たちの職業でありますか

らしっかりできるわけですけれども、その上に、

もうかるあるいは税金が納められる、その目標

を高い位置に置けるような、そういう指導の仕

方─そういうことに向けて、何をするのか。

さっき言ったように、販路の開拓もあるだろう

し、あるいは加工することで付加価値をつける

こともあるだろうし。

ただ作ったものを出すだけでは、もう今は成

り立たない。やはりそこに付加価値を、どの分

野でどういうふうにつけていくか。販路でも、

地産地消も言われましたけれども、国内あるい

は海外に向けてとかいろんな形で、どうやった

ら利益が多く出る。あるいは、そのためには何

をしなくてはいけないかということを考えて

やっていただければ後継者も育つでしょうし、

若い人たちが都会から─こういうコロナ禍の

中であれば余計に─地方に帰ってきて新たに

目標、こういうふうにすればこうなりますよと

いうような一つの方向性を出していただくと、

希望を持てる人たちも出てくるのではないか。

今回のコロナ禍の中で、都会から地方にまた

帰ってくる、やはりどこかにそういうきっかけ

になるようなものをつくっていただいて、計画

していただいてやっていただければと思います。

ぜひ、今言われたようなことを中心にしてやっ

ていただければと思います。よろしくお願いし

ます。

○西村委員 今の話に続けて、消費のところで、

畜産物で枝肉の価格の推移というものが出てお

りまして、戻ってきていることは非常にいいこ

とだと思いますが、今、コロナの影響が世界規

模でもあります。先般、家畜市場のほうに久し

ぶりに行って農家の方々に話を聞いたところ、

価格の安定の面では、厳しいときもあるけれど

大体落ち着いてきているという話だったのです

が、一方で飼料の価格、また輸入わらとか、そ

ういう資材の価格、そういったものがなかなか

厳しいという話を聞きました。
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飼料の輸入のほうも、例えばウッドショック

とか、そういったもののように影響があるのか

─一方では輸入肉の価格が上がっているから、

逆に国内の肉と比較するとやはり国産のほうが

いいということで国産の枝肉のほうが上がって

いるのか、いろいろな話がかみ合っているとは

思っています。

その辺りの、いわゆる価格は安定しているけ

れども、農家の仕入れる飼料だったり資材だっ

たりの価格の変動というものをどう見ているの

か。今、その農家の方が私に教えてくださった

ようなことが実際に起こっているのかを伺いた

いと思います。

○河野畜産振興課長 今、委員のおっしゃった

肉用牛経営における経費の話であります。販売

価格等につきましてはここの表にあるように回

復していっているのですが、経費─先ほど言

われた輸入飼料、これにつきましては、肥育経

営において、濃厚飼料が使われるということで、

海外からのえさ、購入粗飼料は単価が上がって

おります。これは、海外からの輸送の経費なり、

それと中国が爆買いをしているという国際情勢

によって上がっております。

今、えさにつきましては飼料価格安定基金と

いう制度がございまして、ある一定価格をオー

バーすると補填金が出るというようなシステム

がございます。現在、それが発動しております。

発動しているから、全部が全部というわけでは

ないんですが、そういうえさのセーフティーネッ

トという部分で対応されております。

また、枝肉が上がっているということでござ

いますが、これにつきましても、海外の輸入の

牛肉が上がっているということについては、や

はり中国がオーストラリア等から輸入されてい

るということで上がっており、国内につきまし

ては、春先に下がった面もございますが、価格

については顕著な回復をしております。

今のところ、和牛の輸出については、やはり

海外でも内需、内食が非常に増えているという

ことで、そこで出ているというものがございま

す。国内においても、外食とかインバウンドの

影響はございましたが、新たな窓口ということ

で家庭内内食が増加しているということ、それ

とインターネット等による流通販売が盛んに

なっているということで、今のところ、価格に

ついては顕著な推移をしているということです。

ただ、まだまだ油断はできなくて、注視をして

いかなければいけないと思っております。

のこくずにつきましては、委員の言われまし

たようにウッドショックということで、今のと

ころ、単価が上昇しつつあるということでござ

います。これにつきましては、県内の７地域の

県の振興局のほうに、のこくずの相談窓口を以

前から設けておりますので、そこでいろいろ御

相談を受けながら、のこくずの供給についての

御案内とか調整とかをするようなことになって

おります。

のこくずについては、そういう意味では、今

後まだ上がるような可能性もあるということで、

注視をしていきたいと思っております。

○西村委員 今、私が話したとおり、価格は安

定してきても、いわゆる１頭当たりの経費がか

かってくると畜産も面白くない部分が増えてく

ると思いますし、先ほど言われたように、セー

フティーネットも発動されているというところ

なので、ここはしっかり注視してほしい。

当然、この畜産をしっかりと残していくため

には、今、数が少ない農家─先ほど星原委員

も言われましたけれども、これを機に辞めてし

まおうという動きがあるのが一番つらいと思い
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ます。以前、増頭対策を非常に押していました

けれど、やはりその勢いもこのコロナで少し鈍っ

ているところもあると思います。ぜひ、増頭対

策におかれても再スタートというか、機を見て

しっかりと押し上げていただくようにお願いを

いたします。

○渡辺委員 お伺いいたします。この１年半で、

宮崎県はコロナ対策で1,340億円ぐらいの予算を

つけてきたと思うのですが、このうち農政水産

部がコロナ対策でつけた予算は総額幾らという

ことになりますでしょうか。

○殿所農政企画課長 農政水産部では、昨年度、

６回の補正を行いました。そして、令和３年度

の当初予算と今回の６月補正ということで、ト

ータル約60億円の予算を組んでおるところでご

ざいます。

○渡辺委員 緊急的な状況の中、いろいろ幅広

く手を打たないといけないということで、この

１年半は通常の事業の組立てとは違うやり方も

あったと思うのですが、その中でうまくジャス

トフィットしたもの、また対処するためにつくっ

たけれどもなかなか現場の現実とフィットしな

かったものと、いろいろあったと思います。

問題意識は、国の骨太方針とかを見ていても

明らかですが、この先、この１年半のようにコ

ロナ対策で予算がたくさんついてくるという状

況が、今後、数年にわたってなくなってくると

思います。それを見据えた上で、この１年半の

コロナ対策での資金の使い方も含めて考えたと

きに、先を見通して、県の農畜産業、水産業を

支えるために、これからはこういう方針で、農

政水産部としては何を考えなければならないの

か。もし明確な意識として見えてきているもの

があれば、それをお伺いしたいと思います。

○殿所農政企画課長 この２年間というのは、

今、委員からお話もありましたように、やはり

緊急的な対策というのがまず主眼にあって、農

政水産部が３つの視点で申し上げました生産者

を守るという、セーフティーネットを中心とし

たところがまずは喫緊の対応だったかと思いま

す。

今後につきましては、委員がおっしゃったよ

うに、今までのような予算が全部つくとは限り

ません。そういう中で、先ほども申し上げまし

たように、農業、水産業ともに今年度スタート

する長期計画をつくっておりまして、この長期

計画の中で、今後どんなことをしていく必要が

あるのかという絞り込みもかなりしております。

こういった長期計画に掲げた施策をしっかり

やっていくことが、農業、水産業のそれぞれの

基盤を確立すること、そして成長産業化につな

げていくことだと思いますので、今後は限られ

た予算あるいは今年度、昨年度とはまた違った

予算の体系の中で、そういったところにしっか

り重点を絞りながらやっていくことが重要かと

考えております。

○岩切委員 枝葉の問題になるので申し訳ない

のですが、10ページのほうに令和３年度の取組、

茶経営の悪化という項目がア）のところにござ

います。そして、気になるのが、後半に茶園か

ら他品目への円滑な転換をするという方向性が

示されております。特別委員会として、コロナ

の影響を学ぶところと思うのですが、このよう

な形で耕作面積が減少したり耕作そのものがコ

ロナの影響を受けて休止してしまっている、そ

のような品目が明確にあるとすれば、その辺り

を教えていただけませんでしょうか。

○川上農産園芸課長 今回の６月補正でお茶の

事業をお願いしましたが、茶経営につきまして

は非常に厳しい状況にございます。県内で497戸
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の農家がございまして、アンケート調査を実施

しましたところ、５年以内に廃作する農家が13

％、53戸ありました。そして、また品目転換、

規模縮小している農家もございまして、合わせ

て35％が、廃作したり、転換したり、規模縮小

という方向を考えておられるということでござ

います。コロナ以前から、茶のほうにつきまし

ては、需要の変化に伴って価格が低下して農家

経営が厳しい状況にございます。それにコロナ

が輪をかけて、さらに厳しさが増している状況

にございます。

ですので、今回６月補正におきましては、他

品目に円滑に品目転換できるような支援、それ

から、続けていく方には、若返りと書いてあり

ますけれども、茶園を更新して、よりよい品質

のものを作っていくと、そういうのを支援して

まいります。

それから、もう一つ、最初に新たな販路拡大

と書いてありますけれども、やはり本県にはい

ろんな茶種がございますので、そういったもの

を生かして、プッシュ型の販売拡大をしていく

ということを考えているところでございます。

お茶についてはそういった状況で、厳しい状

況にございます。

○岩切委員 お茶経営はコロナ以前より厳しい

感があって、コロナを機にさらに厳しい状況に

なったという御説明だったと思います。そして、

アンケートによると、35％が廃作─作付をや

めるとか面積を小さくするというような趣旨だ

と思うのですが─を考えていらっしゃるとな

れば、みやざき茶というのは、これから絶対量

も減っていくという受け止めでよろしいので

しょうか。

○川上農産園芸課長 そうならないように、規

模拡大する農家とかを支援してまいりたい。本

県は、荒茶生産が全国４位の産地でございます

ので、それを維持できるように、様々な面での

支援をしてまいりたいと考えております。

○岩切委員 お茶のことはまたいろいろ勉強さ

せていただきたいと思います。ほかの作物、花

卉とか果樹とか大きな分類はあるかと思います

けれども、このようにコロナの影響で大変厳し

くなっている何々農家というようなものがあれ

ば、また教えていただきたい。今、思いつくと

ころで構いません。

○川上農産園芸課長 コロナの影響でというこ

とになりますと、先ほど説明しましたキク農家

です。やはり単価の影響が継続している状況が

ございます。そこはアンケート調査とかは実施

しておりませんけれども、やはり縮小傾向にあ

ると思われます。どうしても葬儀需要等に依存

している部分がございますので、そこを様々な

面でまた支援をしてまいりたいと考えておりま

す。

○内田委員 先ほどからの質問のやり取りの中

で、10年間の長期計画を出す予定だというお話

を伺いました。その話の中で、課長が、特に加

工とか流通販売のほうに絞り込みをしていると

いうようなお話だったのですが、先日、私は環

境農林水産常任委員会で県内視察をさせていた

だいた中で、今回のコロナを通してのピンチに

おいて見えてきた課題というものを感じており

ます。

宮崎の弱点は、１つはストック─例えば冷

凍保管の部分は弱いなということを感じます。

ストックの技術をもっと高めないといけないと

思いましたし、保管庫なども、様々な農林水産

物の保管庫というのを増やしていかないといけ

ないのではないかと思うような場面がありまし

た。例えば、北浦の小川商店に行かせていただ
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いたときに、冷凍保管庫を造ったおかげで、北

浦のほうでの消費拡大とか、消費品目を増やす

ことになったというお話でした。また、６割、

７割ぐらいはまだ県外に出しているが、できれ

ば、もう少し冷凍保管庫を増やしていきたいと

いうお話でした。

これは林業のほうですが、日南のウッドエナ

ジーに行かせていただいたときには、志布志の

ほうまで木材を運んでいたのを、工場の近くに

保管庫を造ったことによって、搬送したり輸送

したりするところの削減になっているし、安定

した出荷に結びついているというお話を聞きま

した。様々な品目がある中で、県内の第一次産

業が、今回のピンチを通して、先ほどから言っ

ていただいた発展につながるような、ストック

という技術と保管庫をもっと造っていくという

ような調査をしていただきたい、計画にもしっ

かり入れていただきたいと思ったところです。

その辺の考え方について、もし計画の中に入

れるというようなことがあれば、教えていただ

きたいと思います。

○殿所農政企画課長 そういったストックとい

う部分については、産地加工など加工する面で

も非常に重要ですし、もう一つ、物流を効率的

にやっていくという面でも非常に大事な側面が

ございます。それぞれ、先ほどの説明の中でも

少し申し上げました農の物流ＤＸ協議会とかあ

るいは加工を目指す人たちの集まりとか、そう

いったものも今回設置していくことにしており

ます。そういった中でもしっかり御意見を伺っ

たりしながら、個別に整備されるところに対す

る支援であるとかあるいは県全体として何か物

流面から考えなければいけないところがあれば、

そういったところもしっかりお話を聞いた上で、

今後の取組にしていきたいと思っています。

○内田委員 しっかりと御意見を聞きながら考

えて、物流面というところにストックというと

ころの予算もしっかりつけていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。

○来住委員 お茶に関して聞きたいのですが、35

％の農家の方が、実際にもう転作をしたいとか

お茶としてやっていけない、そういうのがいろ

いろ出ているという話がありました。僕は都城

しか分からないのですが、現実にうちの周りで

もこの35％というのは非常に裏づけられている

と思っています。ここ数年前から、実際、お茶

の生産を放棄されている茶園というのがありま

す。カラスウリがお茶畑に生えていて、もうそ

れを除去するということもされていないです。

それで、聞きたかったのは、お茶の輸入です。

お茶っ葉、いわゆる製茶として輸入されるとか、

それからペットボトルになって輸入されている

とかいうのがあるのかと思ったりするのですが、

それはつかんでいらっしゃいますか。僕は全然

知らないものですから、分かったら教えてほし

いです。

○川上農産園芸課長 輸入については、データ

を持ち合わせておりません。申し訳ありません。

○来住委員 それでは、僕自身、調べてみたい

と思います。

近くにお茶農家がありまして、20年ぐらい前

までは、御夫婦で日曜に作っていれば、何とか

食べていけたと。お茶の値段が、今はもう当時

の３分の１しかしないから、もうとてもやって

いけない。したがって、子供も、もう継ぐこと

ができないと言っております。だから、お茶の

生産をもっとたくさんされている方に茶園ごと

お貸しするとか譲るとかというような形になる

と思います。しかし、実際、茶工場を持ってい

ますから、茶工場の機械は結構高いですよね。
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ですから、本当に深刻だと思います。

もう一つ、お聞きしたかったのは、今度は転

作するという上で、例えば他の耕種部門と違っ

て、実際に茶園を作るということになると、重

機を入れてやらないといけないですよね。そう

すると、例えば反当たり、抜根だけでもどのく

らいの費用がかかるものでしょうか。それはお

分かりになりませんか。

○川上農産園芸課長 10アール当たり、おおよ

そ10万円から20万円の抜根の費用がかかります。

○来住委員 都城辺りだったら、田んぼはもう10

万円しないぐらい、畑も、ほぼそのくらい。10

万円も20万円もかかるということになると、新

しい畑を買えるぐらいの費用がかかるというこ

とですよね。そういう意味でも、県として、転

作する上でのいろいろな対策というのはお考え

になっていらっしゃると思うのですが、その辺、

もう少し具体的に教えてほしいと思います。

○川上農産園芸課長 抜根にかかる経費は、直

接採択事業になりますけれども、国の事業がご

ざいまして、そういったものの活用を進められ

ているところもございます。改植への費用とし

て10アール15万2,000円という費用が出ますの

で、抜根の場合はこういったものを活用されて

いくことになります。

県としては、なるべく抜根せずに、茶園がせっ

かくそれまで育成されてきておりますので、そ

ういったものを近くのほかの農家に引き継ぐよ

うな、承継するように誘導というか、そういう

方向に支援はしてまいりたいと考えていますが、

どうしても辞める場合は、こういった国の事業

も活用できる状況にございます。

それから、今回、補正事業で組んでいますけ

れども、抜根した後に違う品目に転換したいと

希望される場合は、そこにまた経費がかかりま

すので、野菜、大根だったりキャベツだったり

を作る場合の種苗費、肥料費、そういったもの

の一定の経費、その分を県単で今回補正させて

いただいている状況にございます。

また、先ほど、輸入量のデータを持ち合わせ

ていませんと申し上げましたが、全国で約4,000

トンという数字でございます。これが多いのか

少ないのかは分かりませんけれども、4,000トン

の輸入量がございます。

○日髙委員 一、二点確認をさせていただきた

いと思います。聞き漏らしたかもしれません。

５ページの雇用維持と人材育成のための支援

のところです。

お試し就農の最近の実績をお聞かせ願いたい。

令和２年度に枠を拡大して90名のうち53名が継

続雇用されたということですけれども、将来、

こういう人たちが、自立して農業経営者になる、

そういった動向というのは現在どうなのか。過

去のお試しの就農の実績も踏まえて、お伺いし

たいのですが。

○小林農業担い手対策課長 まず、お試し就農

の近年の実績についてということでございます

けれども、直近３年ほどで申し上げますと、30

年度は30名の方に参加をいただきまして、その

うち継続雇用された方が13名いらっしゃいます。

令和元年でございますけれども、これは46名参

加をいただきまして、そのうち30名の方が継続

雇用いただいてございます。昨年は、資料に書

いてあるとおりでございますけれども、90名の

方に参加をいただきまして、そのうち53名の方

がお試しをされた法人のところに継続で雇用さ

れているというところでございます。

もう一点のほうでございますけれども、まず、

申し訳ございませんが、お試しされた方のその

後の動向というのは把握をしてございません。
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法人雇用された方の一般的なお話になってしま

いますが、その後の、法人雇用されて、自立と

いうところでございますけれども、県のほうで、

法人雇用の定着を支援というところで定着支援

員を置いてございまして、そこでいろいろと調

査をかけているというところがございます。そ

うしますと、全体の法人のうちで、退職者が出

た法人が令和元年、２年で計二百二、三十社程

度です。定着支援員に調査をお願いしたんです

けれども、その聞き取りによりますと、全体の

そのうちの20％程度─ですから40社、50社く

らいの方は、雇用された方が自立をされたので、

独立就農されるので退職をされましたというケ

ースがございました。

県といたしましては、農業分野の労働力不足

というところがございますので、雇用就農され

た方が引き続き雇用されて、そこで労働力ある

いは将来の経営を担う幹部ということで育成さ

れていくことも大事だと思いますし、いわゆる

研修期間─将来の自立に向けて経験を積まれ

て、そこで地元との関係性等をつくられて、農

地の確保でありますとかそういったところで

しっかりやっていっていただいて、将来近場で

自立をするというところも、いずれもあるかと

考えているところでございます。

○日髙委員 私、勘違いしていたかもしれませ

んが、今の話ですと、自立を支援するというよ

りは、法人とかそういったところに就農を支援

するほうが多いという状況、そういう考えでよ

ろしいのですか。

それはそうとしても、お試し就農するという

ことになって、これだけの人の受入れをしなが

ら就労を経験させるということになったら、そ

こから自立に向けた方向をある程度は支援して

いく、そういうこともやはり必要かと思います

が、その辺の状況はどういう手を打たれている

のか。

○小林農業担い手対策課長 私の説明が足りな

かった部分はあろうかと思いますけれども、県

としましては、２点考えがあるかなと思ってご

ざいます。

まず１点目は、繰り返しになりますけれども、

本県の特に雇用労働されている方の労働力の観

点で申し上げますと、労働力が足りないという

ところでございます。本県の農業生産を維持し

ていくという観点からは、やはり雇用就農とい

うのもしっかり確保していかなければならない

と思っているところでございます。

一方、独立就農、自営就農でございますけれ

ども、やはり本県の農業の全体で見ますと農家

の戸数というのは減少傾向にございまして、そ

の減少幅を低減させていくためには、雇用就農

の場合、農家戸数は増えませんので、できるだ

け独立自営あるいは親元に就農していただいて

将来的には親御さんの経営を継いでいただくと

いう方を確保していくということも非常に重要

でございます。県としましては、雇用就農とそ

れから独立自営就農、いずれもしっかり促進を

していきたいと考えているところでございます。

その上で、雇用就農につきましては、今申し上

げましたお試し就農という入り口段階でしっか

りと雇用される法人さんと、それから就農希望

者の方のマッチングをしていきたいと考えてい

るところでございます。

それから、あと、入り口で確保された方を今

度は定着させなければなりませんので、そうし

たことで、県で法人等に対して労務管理、経営

指導というところも行ってございまして、でき

るだけ長く雇用していただいて、しっかり働い

ていただくということを考えてございます。
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一方、自営就農につきましては、国の事業も

当然活用してございますけれども、自営就農さ

れた方、経営を開始された方の経営安定のため

の資金の事業というのがございます。要件によっ

ては、本県で多い親元への就農は対象になりま

せんので、そこについては、県単独で経営安定

資金というところを交付する事業を措置してご

ざいます。そういったことで、雇用就農された

方も、自営就農された方も、いずれもしっかり

と定着をしていただいて、その後のレベルアッ

プを図っていただくということを考えていると

ころでございます。

○日髙委員 雇用の関係が出てきましたけれど

も、私は兼業農家の一人です。畑はないのです

が、水田を９反ほど持っており、この前、田植

が終わったばかりです。

もう私は65ですので、あと何年できるかなと

いうのをやはり考えます。私は、弟とそれから

隣の方と３軒で田植をしたり、そういうことを

やっているのですが、私が65歳、弟が60歳、隣

の方が70歳ということで、もう何年もできない、

いつまでできるかというようなことをよく相談

しております。

そこで、やはり欲しいのは、大きなトラクタ

ーですが、もう買換えはできないというような

状況を考えると、例えば、コントラクターの活

用というのを今後考えていかなくてはいけない。

米はもうそちらのほうに頼むことにしているん

ですが、現状のコントラクターの状況と、それ

から将来性というのはどう考えておられるのか。

○小林農業担い手対策課長 今のお話ですと、

恐らくお米の受託組織の関係だと思います。

現状、直近の数字でございますけれども、作

業受託組織は県内で224件ございまして、昨年と

の比較を申し上げますと、作業受託面積が若干

減少している一方で経営耕地面積は若干増えて

いるような状態でございます。やはり、特に水

田農業との関係だと思いますけれども、これが

どんどん高齢化等でなかなか条件が厳しいとい

うところも出てくると思いますので、そういっ

たところは作業受託の促進というところが重要

となってくるかと考えているところでございま

す。一方、それに加えまして、法人経営である

程度規模を拡大されているようなところが、そ

ういった農地を引き受けられるというパターン

もあろうかと思ってございます。

ですので、県といたしましては、条件不利等

々もございますけれども、農地中間管理事業等

を活用いたしまして、余力のある農家さんに農

地を引き継いでいただいて、そこをしっかり今

後とも維持をしていくことができるように、で

きるだけ農地を守っていけるように取り組んで

まいりたいと考えているところでございます。

○日髙委員 もう最後にしますが、このコロナ

禍で、もう１年半以上過ぎまして、最初にマス

ク不足、マスク狂騒曲が始まり、その後に、世

界では19か国が米とか小麦の輸出を制限し、最

終的にワクチンができなくなって、こういう状

況に陥っていると。何とかもう少し頑張って、

今年中には何とか収束を見たいとみんな思って

いるわけです。

私も、先ほど言いましたように、水田ですと、

放っておくと、害虫が出たりするから周りの人

が迷惑します。そういったこともあるのでやっ

ぱり作らなくてはいけないということもあるし、

先ほどもお話がありましたように田園回帰の問

題とか、今回のコロナで食の安全保障、国内志

向の高まり、そういうのもあるわけですから、

これをピンチと捉えるかチャンスと捉えるかと

いう話で考えれば、農業にとっては大きなチャ
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ンスでもあろうかと考えています。

そういった状況の中で、第８次計画の中で

─今回の資料もそうですけれども─水田の

問題については触れておられませんが、本県は、

今後の気象状況とかいろんなことを考えたら、

畑作もそうですけれど水田も、これはどうして

も守っていかなくてはならない。ただし、やは

り私どもがそうであるように、兼業農家が70

代、80代とどんどん高齢化してきたときに、５

年、10年後に果たして水田が守れてこの国土が

守れるのか、米というのをこのまま作り続けて

いけるのかというような不安な気持ちが非常に

あります。

水田ですから、やはり保水能力のあるもので

ないとどうにもならないというのは将来的にも

あると思います。この中で、やはり本県は全国

で５位の農業粗生産額を持っている。この８次

計画の中でも、何か５位に甘んじているような

イメージがある。何とかベスト３に持っていく

ぐらいの意気込みを─この８次計画の中には、

そこ辺までなかったのかなと思っています。

今後、農業の食糧生産基地としての本県の在

り方ということについて、心意気をぜひ部長に

お伺いしたいと思って、質問を終わります。

○牛谷農政水産部長 ありがとうございます。

長期計画につきましては、先般、策定したばか

りでございまして、今後しっかりと推進してい

かないといけないということで考えております。

当然、委員がおっしゃっていますように、今後、

日本の中で食糧が供給できるところというのは、

北海道と南九州３県、ここが大体１兆円ですの

で、ここに限定されてくるだろうということで

思っております。

北海道、南九州３県の中でいきますと、やは

り宮崎は、厳しいところもありますけれども、

冬であるとか、鹿児島県とかからすると条件的

に恵まれているところも多々あるということで

ございますので、その中でもしっかりと生産額

を伸ばしていけるように頑張っていきたい。当

然、先ほどからほかの委員の皆様からもお話が

ありましたように、生産者のもうかるような経

営を支援していって、それによって宮崎の農水

産業が伸びていくということにしっかりと取り

組んでまいりますので、今後とも御支援方よろ

しくお願いします。

あともう一つ、コロナ禍の中でなかなか厳し

いということで、キクやお茶のお話が出ている

ところではございます。こういう方々につきま

しても、後継者の皆様とお話をすると、やはり

キクでもしっかりと継続していって、なかなか

厳しいけれども、今頑張れば、減っていくから

もうかる可能性があるよという話をされている

方もいます。お茶でも、当然、廃業されるとい

う方もいらっしゃいますけれども、やはりその

中であっても、規模拡大をしたいでありますと

か輸出を目指して有機農業をするんだというよ

うなことを言っておられる方もいらっしゃいま

すし、意欲を持って農業に今後取り組んでいこ

うという方もたくさんいらっしゃいますので、

しっかりとそういう方々の取組を支援していか

ないといけないということで考えております。

委員がおっしゃったように、ピンチをチャン

スに変えるんだという意気込みでしっかりと取

り組んでまいりたいと考えておりますので、引

き続き御支援方よろしくお願いします。

○重松委員 水産業について、２点だけ、端的

にお尋ねしたいと思います。６ページの②水産

業の一番下、令和３年度の取組ですが、コロナ

禍において、外国人材がなかなか入国も厳しい

状況だろうと思います。インドネシアの方々を
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円滑に受け入れるために、特定技能制度の活用

に向けた登録支援機関の一元化と書いてありま

すけれど、内容について御説明していただけな

いでしょうか。

○西府水産政策課長 ６ページの令和３年度の

取組のア）の括弧の一番下の行ですけれども、

特定技能を受け入れるに当たっては、その支援

機関として、今、漁協が実際に認定を受けてこ

の支援機関になっているのですが、県内でこの

支援機関になっていらっしゃる漁協が、６つし

かございません。県内には19の漁協があって、

当然、その19の漁協の中にはそれぞれいろんな

業種の組合員がいらっしゃるので、この６つの

支援機関になっていらっしゃらない組合員につ

いては、なかなか特定技能を受け入れることが

できない状況です。そういう方々をしっかりと

受け入れるために、県と業界で漁村活性化推進

機構という公益社団法人を立ち上げております

ので、その機構にこの登録支援機関になってい

ただいて、実際に漁協が登録支援機関になれな

いところについてはカバーをするということを

考えてございます。

○重松委員 あともう一問。ページが変わりま

すが、10ページの、日向灘において未利用の漁

場を探索し海底地図情報を沿岸漁業者に提供し

たと書いてあります。この効果、それについて、

どういう目的になっていらっしゃるのかを教え

ていただきたいと思います。

○大村漁業管理課長 この事業は、日向灘の海

域において、16ポイントほどの調査点を設けて、

表層あるいは底のほうの低層の海水を採水して、

分析して、魚のＤＮＡを検出するというもので

ございました。

その結果としては、16ポイント、全部いろん

な魚が検出されるんですけれども、そのうち６

か所ほどが有望なポイントということで、海底

地形等を作図して漁業者に情報提供したという

ことでございます。

さらに、同じ事業の中で、その６ポイントの

うち県中と県南の４か所につきましては、実際

に漁業者に操業していただいております。通常、

漁業者さんはどんなに深くても150メーター程

度、大体100メーターのところを操業しておりま

すけれども、そこと比較すると、１日当たりの

漁獲金額が1.5倍程度になったという結果を得て

おります。

○重松委員 ちなみに、どんな魚種なのでしょ

うか。

○大村漁業管理課長 我々は当初、アカムツ、

いわゆるノドグロとか、宮崎にあまりいない魚

が深海にいないかということでやったのですけ

れども、なかなかそういった経済価値の高い新

たな資源というのは見つかりませんでした。通

常、浅いところでも捕れているアマダイとか、

そういったものが深海にも結構分布をしており、

漁業者の話ですと、深海のほうが魚体が大きい

というようなことでございました。

○丸山委員 コロナの影響で、技能実習を含め、

外国人の労働者が来る予定がなかなか厳しく

なっているのではないかと思っています。全国

的に、令和元年、２年、今年度、どのような状

況なのか。そして、本県においては、元年、２

年、３年でどれぐらいであるのか。数字が分かっ

ていれば、教えていただくとありがたいと思っ

ております。

○小林農業担い手対策課長 全国の数字は、今、

確認をいたしますので、まず本県の数字のほう

からお答えをさせていただきたいと思います。

本県につきましては、平成30年で、農業分野

で全て含めて614人の方がいらっしゃっていると
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ころでございます。令和元年は762名の方が農業

分野にいらっしゃいまして、150名程度増加して

いるところでございます。令和２年につきまし

ては、これが805名というところになってござい

ますので、若干、増加幅というのは減少してい

るというところでございます。

全国の数字は、確認をいたしますので、時間

をください。

○丸山委員 もしよければ、水産も欲しい。水

産のほうの平成30年からのデータがあれば、教

えていただくとありがたいと思います。

○西府水産政策課長 本県の水産分野の外国人

材の就業状況、研修状況でございますけれども、

水産の場合は外国人実習生と特定技能生と水産

特有のマルシップという制度がございまして、

その合計でいきますと、平成30年が516人、令和

元年が567人、令和２年が、これは令和３年の３

月時点でございますけれども、493人ということ

でございます。

ただ、技能実習生が、このコロナの影響で、

例えば令和元年ですと275名の方が技能実習生で

いらっしゃったのですが、令和２年度末では189

名と大きく減少しているということでございま

す。

○丸山委員 今言われた数は、新しく入ってき

た数が189名とか275名ということでよろしいの

ですか。

○西府水産政策課長 技能実習生の189名という

のが、今、県内にいらっしゃる技能実習生の数

ということでございます。

○丸山委員 今いる方が２年、３年とか、技能

実習生は新しく入ってこられた方がどれくらい

─21名しか令和２年度はいなかったと見てい

いのか。21名というのは補助した数だと思うの

ですが、なぜ21名になったのか。新しく申入れ

があったのに、採用できなかった数、その差を

教えていただくとありがたいと思っております。

○西府水産政策課長 外国人実習生が１号から

３号までいらっしゃって、その地域によって、

例えば１号ですと１年間、２号ですと３年まで、

３号ですと５年間いらっしゃることになってお

ります。それぞれの船主さんの都合で、あとは

実習生の希望もあって年がそれぞれ変わるので

すが、例えば直近でいきますと、２ページ目の

②の水産業のア）のところに書かせていただい

ております。本来、新規で入国をする予定だっ

た技能実習生は、特定技能が18名、技能実習生

が59名、合計77名が今年入れ替わって新しく入

る予定だったんですが、この方が今年度は入っ

てきていないということでございます。

○丸山委員 いずれにしても、77名がいないと

いうことは非常に、労働力不足につながってい

ると認識せざるを得ない。

これが、コロナが収束してまた規制緩和とい

いますか、それもなかなか厳しい。今、インド

ネシアとかも含めてコロナが蔓延状態というこ

とになると、なかなか厳しい状況が続くのでは

ないかと思っているので、今後の見通しは、ど

うなると見ていたらいいのでしょうか。

○西府水産政策課長 水産分野の場合は、外国

人の実習生は全てインドネシアから入国をされ

ておりまして、現状ではまだまだ厳しい状況、

入国ができない状況が続いてございます。入国

ができるような状況になれば、各船主は直ちに

実習生を受け入れたいという考えでいらっしゃ

います。

現状では、各船主さんとも、本来であれば必

要な人員が確保できていないので、各船とも減

員で、それまでしっかり頑張っていくという体

制で臨んでいらっしゃるということでございま
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す。

○丸山委員 いずれにしても、コロナが世界的

に収束していかないと難しいというようなこと

があって、これは日本だけの問題ではないと思っ

ています。規制緩和がされたときにできるだけ

確保していかないと。漁業なり農業なんかも非

常に頼っていることが結構多いと思っておりま

すので、情報を収集しながら適時的確に対応で

きるように。また関係団体ともしっかり連携し

ていただいて、まずは防疫もしっかりしないと

いけないというのは大原則でありますけれども、

そういうのをしっかりしていただくようにお願

いしたいと思っております。

○小林農業担い手対策課長 申し訳ありません。

全国の数字は手元にございませんので、後ほど

お届けしたいと考えてございます。

○佐藤委員長 丸山委員、よろしいですか。

○丸山委員 はい、いいです。

○佐藤委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 ほかに質疑はないようでありま

すので、これで終わりたいと思います。

それでは、執行部の皆様、御退席いただいて

結構であります。大変お疲れさまでございまし

た。

暫時休憩いたします。

午前11時40分休憩

午前11時41分再開

○佐藤委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

協議に入ります。

協議事項（１）県内調査についてであります。

まず、来週の７月27日、28日は県北調査であ

ります。

資料１として、確定した行程表をお配りして

おりますので、よろしくお願いします。

調査におきましては、服装は夏季軽装で、ま

た新型コロナウイルス感染症防止対策として、

当日までの体調管理、検温、マスクの着用等に

御協力をお願いします。

暫時休憩いたします。

午前11時42分休憩

午前11時43分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

次に、８月25日、26日に実施予定の県南調査

ですが、資料２を御覧ください。

前回の委員会におきまして、調査先について

おおむね御了解いただきましたので、御覧のよ

うな日程案を作成しました。

コロナ禍における中小企業支援の取組と今後

の方向性をお聞きするため、宮崎県信用保証協

会、宮崎県中小企業再生支援協会、企業の対応

状況を調査するため、株式会社ワン・ステップ、

日本情報クリエイト株式会社、学校のＩＣＴ化

の状況を調査するため、都城泉ヶ丘高等学校、

以上の調査先となります。

この県南調査につきましては、調査先との調

整も進めさせていただいておりますので、でき

ればこの案で御了承いただきたいと思います。

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

なお、諸般の事情により、若干の変更が出て

くる場合もあるかもしれませんが、正副委員長

に御一任をいただきますようお願いします。

次に、協議事項（２）県外調査についてです。

県外調査につきましては、10月19日火曜日か
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ら21日木曜日の日程で予定をしております。次

回の委員会は９月22日となり、時間がございま

せんことから、今回、御協議をいただきたいと

思います。

まず、実施の可否については、準備の都合も

あるため、８月下旬をめどに、新型コロナウイ

ルス感染症の状況や他の委員会の動向を見なが

ら正副委員長で判断させていただきたいと存じ

ますが、御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

次に、県外調査の調査先について、御意見、

御要望があればお伺いしたいと思います。何か

ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 特にないようですので、県外調

査の内容につきましては正副委員長に御一任を

いただきたいと存じますが、よろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのような形で準備

をさせていただきたいと思います。

次に、協議事項（３）次回委員会についてで

す。

次回委員会につきましては、９月定例会中の

９月22日水曜日を予定しております。

委員会の内容でございますが、御意見がござ

いましたらお願いをいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 特にないようでありますれば、

次回の委員会の内容につきましては正副委員長

に御一任いただきたいと存じますが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 最後に、協議事項（４）その他

で、委員の皆様から何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、次回の委員会は９月22

日水曜日、午前10時から予定をしております。

よろしくお願いをいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。

午後11時47分閉会
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